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☼ τΣΪϥḇ ᶈ ϹϱЖжϱрχ⌠ ṁ  

 

令和２年５月９日 

（令和２年５月２６日改訂） 

 

͍ ṁ χ ☿ˢӡ ξΪˣτνΜο 

  新型コロナウイルス感染拡大防止のための山梨県からの協力要請において

は、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「法」という。）に基づき施

設の使用停止及び催物の開催停止（以下「使用停止等」という）の協力を要請

している。 

当該使用停止等の協力要請については、各業界団体等が感染拡大予防ガイド

ラインを作成し、施設がこれを適切に遵守する場合には、個別に解除すること

としている。 

本基準は、当該ガイドラインが適合すべき要件を規定するものである。 

なお、本県では、全ての施設・事業所等において適切な感染防止対策を講じ

るとともに、人との接触の機会を削減するための配慮や工夫を講じるよう協力

を要請しているが、本基準は、こうした対策等の参考にもなるものである。 

 

͎ ϹϱЖжϱрχ⌠ ʾ֫ τνΜο 

(1)  作成主体 

 原則として、業界団体が作成するものとする。 

 ただし、業界団体が存在しないなど合理的な理由が認められる場合には、

各施設が作成することを妨げるものではない。 

(2)  記載すべき内容 

    ３に掲げる項目に準拠して、各業界の実態に応じて、具体的な数値、場

所、取組内容等を明示して記載するものとする。 

    また、国による新たな基準の公表や変更等に伴い本基準が見直された

場合は、必要に応じて速やかに記載内容を見直すものとする。 

(3)  提出・確認 

    業界団体等は、5 月 10 日（日）から 5 月 29 日（金）まで、作成したガ

イドラインを県に提出することができる。 

    県は、提出されたガイドラインの内容について、本基準に適合すると確
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認できた場合には、速やかにその旨を業界団体等に通知するものとする。 

 

(4)  チェックリストの作成及び確認 

各施設は、(3) において確認されたガイドラインに従って、当該施設の

取り組みを確認するためのチェックリストを作成し、業界団体に提出す

るものとする。 

業界団体は、提出されたチェックリストについて、ガイドラインに適合

するか審査を行い、確認書を作成したうえで県に協議をするものとする。

この場合において、県は必要な資料の提出等を求めることができる。 

各施設は、チェックリストによる確認を毎日実施し、その都度業界団体

に報告するものとする。この場合において、業界団体はその内容を定期的

に（週１回程度）県に報告するものとする。 

なお、各施設がガイドラインの作成主体となる場合には、当該施設にお

けるチェックリストを直接県に提出し、協議を行うものとする。 

 

(5)  施設の使用停止等の個別解除 

    (4) の確認書による協議が整った施設について、使用停止等を個別に解

除することとする。 

    ただし、当該施設において感染が確認された場合や、感染防止対策が徹

底されていないことが確認された場合においては、改めて当該施設に対

して休業等の協力要請を行うこととする。 

 

(6)  公表 

県は、業界団体等が作成するガイドラインの内容、対象となる施設名を

ホームページで公表するものとする。 

業界団体等は、ガイドラインの内容、対象となる施設名をホームページ

等で公表するものとする。 

各施設は、ガイドラインに基づく当該施設の取り組みの概要について、

出入口に掲示する等の方法により、利用者等へわかりやすく公表するもの

とする。 
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͏ ϹϱЖжϱрτṜ∏βϓΦ  

 業界団体は、ガイドラインの作成において、以下の内容に準拠するとともに、

各施設における感染防止対策が効果的となるよう、可能な限り具体的に数値、場

所、取り組み等を記載すること。 

 

 

˲ ͏ χᵕ  ˳  

  Ḋṓ χ ˢˮ ˯χᵕ ˣ 

〔いずれかを満たすこと〕 

Ã РиḚ ̞χ ☼ については、 τṁξΨἋṓḕẽχ τḩβϥ

ṁ が満たされているか確認するとともに、Ḋṓ χ ʺ χӲ

ⱱḚ を適切に行うこと。 

  ※建築物における衛生的環境の確保に関する法律 

Ã ζϦӟᵰχ☼ については、ԁ ΚθϤ Ⱳ30 χ Ḋṓ Ϭᶎ す

ること。必要換気量が足りない場合は、ԁ ᴒΚθϤχ Ϭᾚϣβこと。 

例 毎時 750 ㎥の換気設備があるため、25 人まで入場可能 

Ã 換気設備によって必要換気量を確保できない場合は、30 τ1ᵕʺ5

ʺ2 ΰχ Ϭ ᵫするなどの方法で必要換気量を確保すること。 

 

 ☼ χ₤╛χḜ ˢˮ ˯χᵕ ˣ 

Ã ּיχ ᾢなどにより混雑度を管理すること。 

例 施設の入口に従業員が立ち、同時に 50 人以上は入場させない 

Ã ∕Ⱳḧχ ᾢや χᶨ などにより同時に多数の人が集まらない

ようにすること。 

例 時間帯ごとに予約を受け付け、２時間以内に退店を促す 

Ã χῬ やϱЦрЕχ ᾢなどにより施設内で過度に人が密集する機

会を減らすこと。 

例 入口から出口まで一方通行にする、タイムセールを行わない 
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 ρ ρχẩ χᶎ ˢˮ ˯χᵕ ˣ 

Ã Ω ͍ΉˢЫІϼ χσΜ ›ψ͎Ήˣの対人距離を確保すること。 

・ χ ΥὨϘμοΜϥ場合は、ἇ σ► ṁ を定めること。 

例 四方の席を空ける、座席を一つおきにする 

・ そうでない場合には、ԁ ΚθϤχ ϬΩ ͏ として施設内の

Ϭ ᾢすること。 

Ã 人と人とが対面する場合は、ϯϼзи ʺ РИ˔иϸ˔Грなどでּל

すること。 

Ã ựẩ πχᵓ Ϟ を避けること。 

 

 

˲ ζχ χḇ ♁ ├ ˳  

 ЫІϼχ  

Ã マスク着用について、 ỘԌΥ ︢するとともに、 τϜיּ すること。 

 

 ︣ Μʾ︣◙  

Ã ỘԌψ ṍ に、 ψיּ Ⱳに、︣ ◙ ʺ︣ Μを実施すること。 

例 ・入口に消毒設備を設置して、利用者の手指消毒を促す 

・従業員は、業務開始時や他者の接触が多い場所に触れた後、 

トイレの利用後などには必ず手指を消毒する 

 

 ЎϴАϼ 

Ã ỘԌに対して、Ộ ᵫ◐ にᾁᴛʾ ᶎ を行うこと。 

（例えば平熱より１度以上）Ϟὖ πΚμοϜ נּ （せきやのどの痛み

など）̋ ʾᴞ χ がある場合には、 ỠϬ ♁すること。 

Ã ּיに対して、 （例えば平熱より１度以上）Ϟὖ πΚμοϜ נּ

（せきやのどの痛みなど）̋ ʾᴞ χ があれば ΰσΜようにᾦ

όΤΪϥとともに、原則として、入口で入場者への ᶎ を行うこと。 

滞在時間の長さや他の感染防止対策の状況によっては、ᾁᴛを行うこと。 
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 Еϱйχ־ Ḛ  

Ã 不特定多数が接触する場所（便座、スイッチ、洗浄レバー等）は、 ṍ τ

を行うこと。 

Ã トイレのᵸϬ ϛοױ Ϭ βように表示すること。 

Ã МрЖЖжϱб˔ʺẶ χЌϷиをỨ♁すること。 

例 上記を禁止して、ペーパータオルを設置する、個人用にタオル

を準備する 

 

 ẈἾІЧ˔ІχзІϼὖᾚ 

Ã 一度に休憩する Ϭᾚϣΰ、 πχ ⱧϞᵓ Ϭ Ϊϥこと。 

Ã ⱲḊṓを行い、共用する物品は ṍ τ すること。 

 

 ṹנІЧ˔Іχ► ᾢ 

Ã 一度に利用する Ϭᾚϣβ、人と人とのẩ Ϭ νなどにより、３つ

の密を避けること。 

 

 ʾ  

Ã ρẶ βϥ や χ χ︣Υ Ϧϥ を高濃度エタノールや

市販の界面活性剤含有の洗浄剤、漂白剤を用いて ṍ τ する

こと。 

  ＜高頻度に接触する部位＞ 

テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、 

キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すり・つり革、 

エレベーターのボタンなど 

Ã 鼻水や唾液などが付いたЁЬは、РИ˔и τ して捨てること。 

ゴミを回収する人はЫІϼや︣ を着用し、脱いだ後は Ϊϭπ︣Ϭ

Ξこと。 
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˲ ☼ έρχ Ӫ  ˳  

 τ ṛ ẁ☼ τΣΪϥ Ӫ  

Ã йЅ πχ ẁⱲにおけるẩ χᶎ やО˔Г˔Єдр 等を行

うこと。 

 

 τШГиʾ ḬτΣΪϥ Ӫ  

Ã РвАТϴІЌϱиの会食、 ╡πχ︡Ϥ Ϊによる食品の提供をΰσ

Μこと。 

 
 τᴒ ֫ ☼ τΣΪϥ Ӫ  

Ã Ḋṓにあたっては、ԁ ΚθϤ Ⱳ 60 χ Ḋṓ を確保すること。 

Ã  Ӷעの十分なḊṓを行う、кАϸ˔χḧᶖϬἋΪϥなどにより、３つの

密が生じないようにすること。 

Ã ựẩ での ρχ Ϭ Ξᶨ は“ϩσΜこと。 

 

 τ Ṫ☼ τΣΪϥ Ӫ  

Ã ЫІϼ のうえ、十分な℅ ḧᶖを確保するとともに、 Ⱳや ›

で人と人との十分なḧᶖを確保すること。 

Ã 適切なḊṓやẁχ Ϧ ΠχЌϱЬрϽπχ を行うこと。 

Ã 客同士が πᵓ ΰσΜよう呼びかけるとともに、従業員が確認でき

るようにBGMϞṐᵣχ῟ᴮᴝϬΩ ᾢτβϥこと。 
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 τ ọ☼ τΣΪϥ Ӫ  

Ã 原則、Ḋṓ によるḊṓを適切に行い、ԁ ΚθϤ Ⱳ30 χ Ḋ

ṓ Ϭᶎ すること。 

Ã が利用する場合は、ԁ ΚθϤχ ϬΩ ͏ としてԁ

ᴒの Ϭ ᾢすること。 

Ã Ⱨの提供は“ϩσΜこと。飲み物の提供を行う場合は、Ω ͎Ήの対人

距離を確保すること。 

Ã カラオケなど歌唱を行う場合であっても、利用者全員がЫІϼϬ す

ることを周知し、着用状況を確認すること。Ыϱϼは έρτיּ Ӫす

ること。 

Ã ẁχ Ϧ ΠχЌϱЬрϽπ、他人と共有する物品や場所の を

行うとともに、個室の十分なḊṓを行うこと。 

Ã Ⱳḧは͎Ⱳḧӟ に ᾢβϥάρʻ 

Ã 入場者へのᾁᴛʾ ᶎ を実施し、感染発生時に備えて のיּ

Ϭᶎ すること。 

 

 ừẍⱧ ᾠχ πΚμθỸӽχ∕ τיּ βϥ ᾢ 

Ã 5 月 25 日の緊急事態宣言解除の際にừẍⱧ ᾠχ πΚμθỸӽ̞

τ∕ βϥ χ を ᾢすること。 

※ 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の 5 都道県 

 

 ЎϴАϼзІЕχ⌠ ʾᶎ  

Ã 業界団体は、各施設がガイドラインを遵守しているか確認するため、施設

に対して、ἇ σ Ϟ︣ ʺ ʾ χ ʺ ρ ρχḧᶖχἋ

Ϊ などを定めたЎϴАϼзІЕを作成させるとともに、当該チェック

リストによる χᶎ について ϬẐϛϥこと。 


